
１　職員の任免及び職員数に関する状況

(1) 職員採用試験実施状況

(2) 事由別退職者数

7人

面接試験等

4.0倍 2人

倍率
人　　員

1人 1人 1人

1人 －

受験者数
申込者数

ＳＰＩ３検査

1.0倍 

建 築
機 械

上 級 － － － － － －

令和元年度における人事行政の運営等の状況

1人

合格者数

令和２年９月３０日公表

　むつ市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例に基づき、市職員の給与や職員数など
について公表します。これは、市民のみなさまに公表することによって、その公平性や透明
性を高めることを目的としたものであり、地方公務員法により義務付けられているもので
す。

－

－

合格者数

－

2人

－

1人

4人 1人

－－

－ －

上 級 40人 16人
14人

－

－

初 級 － － －

－

上 級 － －－

－

－

2人 1人

初 級

－

障 が い 者 枠 －

－

5人

－

－ －

1人 7人 7人

（面接試験等：１月１８日実施）

職  種
採用予定

－

－

－ － －

－ － － －

－ － － －

1人

－

初 級 30人 30人 8人 8人

－ －

－

初 級 1人

－

－

15.0倍 

上 級 1人

－2人

－

上 級 3人 3人

職  種 申込者数
一次試験

社 会 福 祉 士 上 級 1人 1人

二次試験

－

2人

－保 健 師 － －

1人 1人

土 木

倍率

行 政
14人 9人 3.7倍 33人

人　　員 受験者数 合格者数 受験者数

電 気
－

受検者数

4人

82人 29人 26人 14人 5.9倍 

0人

建 築 機 械

計

採用予定

（１次試験：９月２２日実施、２次試験：１0月２７日実施）

26人 90人

社
会
人
枠

行 政

土 木

【キャリアチャレンジ枠】
行政

電 気

事　由

人数

定年退職 応募認定退職 普通退職 分限免職 懲戒免職 死亡退職 その他 合　計

8人 0人 8人 0人 0人 1人 17人

1人 1人 1.0倍 

管 理 栄 養 士 上 級 1人 4人 3人 2人 2人 1人 3.0倍 

建 築
上 級

初 級

建 築
電 気

上 級

初 級

－ － － － －

1人 1人 － － － －

－ － － － － －

－ － － － － －
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(3) 職員数の状況

①　総職員数 （平成３１年４月１日現在）

②　部門別職員数 （各年４月１日現在、単位：人）

人

人）

人

人）

人

（注）　職員数は一般職に属する職員数である。

3人

9人

4人

5人 4人

5人

6人

402人

現　　員

555人

＜参考＞

83.63人口1万人当たり職員数

条例定数

水道施設管理業務の見直しによる減、組織改編による減

0

4人

合　　計

業務の見直しによる減

＜参考＞

人口1万人当たり職員数

63.02

54 54 0

その他 24 26 2

（類似団体の人口1万人当たり職員数

図書館業務の増

＜参考＞

74.43

（類似団体の人口1万人当たり職員数

9

小　計

人口1万人当たり職員数

公
営
企
業
等

会
計
部
門

水道 21 19 △ 2

下水道 9

431 △ 5

110人 47人

45人 19人

733人 485人

390 384

農 業 委 員 会 事 務 局

教 育 委 員 会 事 務 局

公 営 企 業 局

66.21

49.29

教　育 46 47 1

計

0

衛　　生 43 △ 1

む つ 市

議 会 事 務 局

選 挙 管 理 委 員 会 事 務 局

監 査 委 員 事 務 局

事務の統廃合縮小による減

業務の見直しによる減

18 △ 1

△ 1

21 △ 2

33

退職による減、組織改編による減

事務の見直しによる減

△ 5

土　　木 37 37 0

民　　生 84 84

490 485

主な増減理由

6

職 員 数 対前年
増減数平成３０年 平成３１年

0

436

農林水産 23

44

143 142 △ 1

34

普
通
会
計
部
門

一
般
行
政
部
門

議　　会

総　　務

△ 6計

税　　務

6

商　　工 19

小　計

区分

部門
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③　年齢別職員構成の状況 （４月１日現在）

　

④　職員数の推移 （各年４月１日現在、単位：人）

（注）　各年における定員管理調査において報告した部門別職員数である。

(-31.3%)

(-8.8%)

(-25.0%)

(-10.9%)485 -58543 516
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教　　 　育

普 通 会 計 計

公営企業等会計計

総   合   計
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｜ ｜
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人
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人 人
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計
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上
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｜｜
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～
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～
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｜ ｜
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｜ ｜
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｜

385

28 32 36

384392

｜
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65 71

43歳

61 5765

4761 59 57 53 46

431473

平成２９年

385412

の増減数（率）

(-5.1%)

436

-14

-27

平成３０年

～

人

51歳 55歳

43

平成２６年 平成２７年 平成２８年

人

35歳

～ ～
32歳

職員数
人 人 人 人

1 16

～

47歳

48歳

区　分

20歳 20歳 24歳 28歳

31歳

～ ～

未満 23歳 27歳

20

36歳

-42

0

2

4
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8
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20
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構成比 ５年前の構成比 % 
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⑤　等級及び職制上の段階ごとの職員数（平成３１年４月１日現在）

ア　行政職給料表

イ　医療職給料表（１）

20.0

0.0

20.0

0

0.0

歯科衛生主査

医療主幹

1

3

5

0

1

0

0

0.0

主幹級

1

3 3 60.0

20.0

主査級

主任主査級20.0

1

３級
困難な業務を行う栄養士及び歯科衛生
士の職務

栄養主査並びに職務の複雑、困難
及び責任の度がこれと同等と認め
るもので規則で定めるものの職務

0

1
相当困難な業務を行う栄養士及び歯科
衛生士の職務

栄養士及び歯科衛生士の職務

0

1

栄養士

４級

５級

困難な業務を行う栄養主査並びに職務
の複雑、困難及び責任の度がこれと同
等と認めるもので規則で定めるものの
職務

60.0

１級

２級

合　　　計

栄養士
歯科衛生士

主任主査級

課長級

職制上の段階

6

9

19

主事級

(人) (％) 段階

173

合計 内訳

部長級

54 12.9

1

2

部長

税務調整監

所長

41.2

61

12.4

9.3

主幹級

(人) (％) 職名

1

4

14.6

2

1

4.5

(人)

18

4

2

1

29

50

2

113

8

38

56

51

1

所長

市民サービス推進監

課付

1

2

1

会計管理者

事務局長

総括主幹

課付

政策推進監

副理事

次長

建設技術監4.5

等級
級別職務分類表に規定する基準
となる職務

主事

課付

主事

課付

主査

主任主査

主任児童厚生員

12.4

28.9

61 14.6

54 12.9

合　　　計

主幹並びに職務の複雑、困難及び
責任の度がこれと同等と認めるも
ので規則で定めるものの職務

419

定型的な業務を行う主事、書記及
び技師の職務

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事、
書記及び技師並びに職務の複雑、困難及び責任の度
がこれと同等と認めるもので規則で定めるものの職
務

課長並びに職務の複雑、困難及び
責任の度がこれと同等と認めるも
ので規則で定めるものの職務

部長並びに職務の複雑、困難及び
責任の度がこれと同等と認めるも
ので規則で定めるものの職務

52

121

19

１級

２級

４級

５級

３級

７級

６級

職制上の段階

(人) (％) 段階

内訳

職名
等級

級別職務分類表に規定する基準
となる職務

合計

(人) (％) (人)

1

主任主査並びに職務の複雑、困難
及び責任の度がこれと同等と認め
るもので規則で定めるものの職務

91 21.7

52

課付 1
39

政策推進監並びに職務の複雑、困
難及び責任の度がこれと同等と認
めるもので規則で定めるものの職
務

21 5.0 政策推進監級5.021

2生活保護査察指導監

出納室長

1

主査級

課付 1

10

主幹

所長補佐

館長補佐

課長

室長
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ウ　医療職給料表（２）

エ　教育行政職給料表

保健師

1

5

合　　　計 22

1

4

0.00

18.2

相当困難な業務を行う保健師、看護師
及び職務の複雑困難、責任の度がこれ
らと同等と認めるもので規則で定める
ものの職務

保健主査、看護主査及び職務の複雑、
困難、責任の度がこれらと同等と認め
るもので規則で定めるものの職務

医療主幹及び困難な業務を行う保健主
査、看護主査及び職務の複雑、困難、
責任の度がこれらと同等と認めるもの
で規則で定めるものの職務

13.6

45.5

22.7

12.5

１級

２級

３級

４級
保健主任

保健主査

3

10

５級

准看護師の職務

保健師、看護師及び職務の複雑、困
難、責任の度がこれらと同等と認める
もので規則で定めるものの職務

等級

(％)

保健師

医療主幹

(人) (人) (％)

(人) (人) (％)職名

職名

0

6 75.0
指導主事

12.5

4

級別職務分類表に規定する基準
となる職務

合計 内訳 職制上の段階

(人) (％) 段階

等級
級別職務分類表に規定する基準
となる職務

合計 内訳 職制上の段階

(人) 段階

4

3

3

7

5 5 22.7

保健師
看護師
准看護師

7 31.8

3

7

13.6

31.8

主査級

主任主査級

主幹級

１級

２級

３級

合　　　計 8

指導主事の職務

高度の知識又は経験を必要とする
業務を行う指導主事の職務

特に高度の知識又は経験を必要と
する業務を行う指導主事の職務

2主任指導主事
75.0

1 12.5

1 12.5

総括主幹

副理事

主任主査級

課長級

政策推進監級

1

1

6

5



オ　技能職等給料表

カ　企業職給料表

２　職員の人事評価の状況

　地方公務員法の改正により、平成２８年４月１日より人事評価が義務付けられました。
当市においては「職員評価制度」として実施しており、「目標管理」の手法を用い、職務遂行の過程

で見られた職員の意欲、能力及び勤務の実績等を的確に把握し、評価することにより「職員の能力開発
（人材育成）」、「勤務意欲の向上」、「適材適所の人事配置」等を進めるために行うものです。

また、職員が能力を最大限発揮し、その能力を有効活用することで、組織パフォーマンスの向上を図
り、少数精鋭で攻めの行政の推進を目指します。

評価については、「能力評価」と「業績評価」の２本立てとし、職務の業績を重視した「目標管理型
職員評価」となっています。

等級
級別職務分類表に規定する基準
となる職務

合計 内訳

１級

２級

0 0.0

0 0.0

職名 (人) (人) (％)

内訳 職制上の段階

(人)

段階

(人) (％) 職名

(％)

３級

４級

５級

技能技師及び技能主事の職務

相当の技能又は経験を必要とする技能
技師及び技能主事の職務
高度の技能又は経験を必要とする技能
技師及び技能主事の職務

特に高度の技能又は経験を必要と
し、困難な業務を行う技能技師及
び技能主事の職務

特に高度の技能又は経験を必要と
し、特に困難な業務を行う技能技
師及び技能主事の職務

調理師

調理師

技能員

0 0.0

2 16.7

10 83.3

0

0

0

2

9

1

１級

２級

３級

４級

合　　　計 12

等級
級別職務分類表に規定する基準
となる職務 (人)

合計

５級

６級

７級

合　　　計 19

定型的な業務を行う主事、書記及び技
師の職務
高度の知識又は経験を必要とする業務を行う
主事、書記及び技師並びに職務の複雑、困難
及び責任の度がこれと同等と認めるもので規
則で定めるものの職務

主任主査並びに職務の複雑、困難
及び責任の度がこれと同等と認め
るもので規則で定めるものの職務

主幹並びに職務の複雑、困難及び
責任の度がこれと同等と認めるも
ので規則で定めるものの職務

課長並びに職務の複雑、困難及び
責任の度がこれと同等と認めるも
ので規則で定めるものの職務

政策推進監並びに職務の複雑、困
難及び責任の度がこれと同等と認
めるもので規則で定めるものの職
務

部長並びに職務の複雑、困難及び
責任の度がこれと同等と認めるも
ので規則で定めるものの職務

0

6

0 0

6 31.6

主事

主幹

主事級31.66

2 10.5

21.0 主幹級

主査級

4 21.0 4 4

総括主幹

1 5.3

5 26.3 5 26.3

5.3 局長 1 1 5.3

1

政策推進監 1

課長級

1 5.3 政策推進監級

部長級1

4

課長

主査 2 2 10.5

主事

6



(1) 能力評価

人

人

人

人

人

人

人

人

(2) 業績評価

人

人

人

人

人

人

人

人

３　職員の給与の状況

(1) 総括

①　人件費の状況（普通会計決算）

②　職員給与費の状況（普通会計決算）

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。

　　　２　職員数は、平成３１年４月１日現在の人数である。

計 469

農 業 委 員 会 事 務 局 3

教 育 委 員 会 事 務 局 48

公 営 企 業 局 19

387

議 会 事 務 局 5

選 挙 管 理 委 員 会 事 務 局 3

監 査 委 員 事 務 局 4

評 価 方 法

387

5

3

4

評 価 期 間

（ 評 価 基 準 日 ）

実 施 者 数

む つ 市

教 育 委 員 会 事 務 局

評 価 方 法

（ 評 価 基 準 日 ）

実 施 者 数

　評価期間内に発揮された能力や職務への取組姿勢・態度等を客観
的事実に基づき評価する。

　（令和２年２月１日）

　平成3１年４月１日から令和２年３月３１日まで

48

3

監 査 委 員 事 務 局

議 会 事 務 局

選 挙 管 理 委 員 会 事 務 局

農 業 委 員 会 事 務 局

評 価 期 間

職員数

Ａ

千円

425 1,470,364 257,634 559,022 2,287,020 5,381 ―
3１年度

人 千円 千円 　　　千円 千円

区　分
給　　　　　　与　　　　　　費 （参考）一人当たり （参考）類似団体平均

給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 　　計　Ｂ 給与費 B/A 一人当たり給与費

３１年度
人　 千円 千円 千円 ％

56,244 37,514,329 181,353 3,814,035

（令和２年3月31日） 　　　Ａ 　　　　　　Ｂ Ｂ／Ａ ３０年度の人件費率
区　分

住民基本台帳人口 歳  出  額 実 質 収 支 人  件  費 人 件 費 率 （参考）

％

10.17 11.02

千円

　職員が設定した目標の難易度・達成度に基づき評価する。

む つ 市

　平成３１年４月１日～令和２年３月３１日

　（令和２年２月１日）

公 営 企 業 局

計

19

469
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③　ラスパイレス指数の状況

④　給与制度の総合的見直しの実施状況について

ア　給料表の見直し

（給料表の改定実施時期）　平成２７年４月１日

イ　地域手当の見直し

（地域手当の制度なし）

ウ　その他の見直し内容

　管理職員特別勤務手当及び単身赴任手当について、国と同様に見直しを実施。（平成２７年４月１日実施）

⑤　特記事項

　 （給与減額の状況）

国の給与制度の総合的見直しにおいては、俸給表の水準の平均２％の引下げ及び地域手当の支給割合の見直し等に
取り組むとされており、これに対する実施状況である。

一般行政職の給料表について、国の見直し内容を踏まえ、平均１．８％引下げ。若年層については改定なし。高齢
層については最大４％引下げ。激変緩和のため、４年間（平成31年3月31日まで）の経過措置（現給保障）を実
施。他の給料表については、一般行政職の給料表との均衡を踏まえて見直しを実施。

期　　　間手　　　当

平成３０年1０月から令和４年3月まで

【概要】

（内容）

5％減額

給　料

（注）１　ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職員数

　　　　（構成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）適用職員の俸給月額を

　　　　１００として計算した指数。

　　　２　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものである。

区　分

市長

H28.4.1 

92.7 

H28.4.1 

98.5 

H28.4.1 

99.1 

H29.4.1 

96.2 

H29.4.1 

98.6 

H29.4.1 

99.1 
H30.4.1 

96.7 

H30.4.1 

98.6 

H30.4.1 

99.1 
H31.4.1 

96.6 

H31.4.1 

98.3 

H31.4.1 

98.9 

90

95

100

105

110

むつ市 類似団体平均 全国市平均 
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(2) 職員の平均給与月額、初任給等の状況

①　職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（４月１日現在）

ア　一般行政職

　　　　

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

イ　技能労務職

む　つ　市 － －

うち学校給食員

うち用務員

－ －

－ －

－ －

－ －

む　つ　市 円 － －

うち学校給食員 円 円

うち用務員 円 円

円 円

※民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用している(平成25年～平成27年の３ヶ年平均)。

※技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているものではない。

※年収ベースの「公務員(Ｃ)」及び「民間(Ｄ)」のデータは、それぞれ平均給与月額を１２倍したものに、公務員においては前年

　度に支給された期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値である。

②　職員の初任給の状況（４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円
技能労務職

高　校　卒 146,000 146,000 －

中　学　卒 130,400 134,200 －

国

一般行政職
大　学　卒 180,700 180,700 180,700

高　校　卒 148,600 148,600 148,600

うち自動車運転手 ＊　 2,366,200 －

　　　  当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものである。

　　　　  また、「平均給与月額（国比較ベース）」は、比較のため、国家公務員と同じベース（＝時間外勤務手当等を

6,050,808

5,967,324 2,607,400 2.29

＊　 2,883,400 －

－ －

区　　分

参　　考

年収ベース（試算値）の比較

公務員 民間
Ｃ／Ｄ

（Ｃ） （Ｄ）

類似団体 51.2歳 23人 326,070円 387,535円 358,362円

287,312円 329,380円

青森県 51.0歳 283人 301,100円 337,955円 321,449円

172,900円 －

－ －

－ －

その他 52.5歳 　 1人 ＊　円 ＊　円 ＊　円

211,600円 －

うち自動車運転手 　-　歳 0人 - - - 自家用自動車運転手 48.8歳

46.1歳 192,900円 1.90

　-　歳  0人 - - - 用務員 55.6歳

55.1  11人 348,700 367,127 364,594 調理師

54.8 12人 349,100 373,134 368,834 －

平均年齢
平均給与月額

Ａ／Ｂ
（Ａ） （国比較ベース） の類似職種 （Ｂ）

区　　分

公　　務　　員 民　　　　間 参考

平均年齢 職員数 平均給料月額
平均給与月額 平均給与月額 対応する民間

類似団体 41.3 309,709 398,167 355,160

43.4 329,433

国 50.9歳 2,431人 －

平均年齢 平均給料月額

316,500 379,932

むつ市

－

42.9

－

346,334

39.6 293,326 340,429 320,624

平均給与月額

（国ベース）
平均給与月額区　　分

青森県

－国 411,123

　　  ３　個人情報保護の観点から、対象となる職員数が２人以下の場合は、すべて「アスタリスク（＊）」としている。

区　　　　　分 む　つ　市 青　森　県

　　  ２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、住居手当、時間外勤務手当などのすべての諸手

（注）１　「平均給料月額」とは、平成２9年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。

　　　  除いたもの）で算出している。
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③　職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（４月１日現在）

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

(3) 一般行政職の級別職員数等の状況

①　一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（４月１日現在）

（注）１　むつ市職員の給与に関する条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

　　　２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

  

146,100 円 247,600

195,500 円 304,200 円

１　　級 主事 46 人 12.3 ％ 円

231,500 円 350,000 円

２　　級 主事 108 人 28.9 ％

264,200 円 384,200 円

３　　級 主任主査 81 人 21.7 ％

289,700 円 393,000 円

４　　級 主幹 55 人 14.7 ％

319,200 円 410,200 円

５　　級 課長 46 人 12.3 ％

６　　級 政策推進監 20 人 5.3 ％

4.8 ％ 362,900 円 444,900 円

技能労務職
高　校　卒

７　　級 部長 18 人

区　　分 標準的な職務内容 職員数
１号給の
給料月額

最高号給の
給料月額

－ － 353,100 327,500

－ － － －

構成比

一般行政職
大　学　卒 259,600 357,100 387,300 411,500

高　校　卒

中　学　卒

区　　　　分 経験年数１０年 経験年数２０年 経験年数２５年 経験年数３０年

227,300 305,600 355,200 387,800

１級 

12.3% 

１級 

13.8% 

１級 

14.5% 

２級 

28.9% 

２級 

27.9% 
２級  

20.1% 

３級 

21.7% 
３級 

19.1% ３級 

22.7% 

４級 

14.7% 
４級 

16.5% ４級 

14.5% 

５級 

12.3% 

５級 

12.5% 
５級 

16.8% 

６級  6.4% ６級  5.3% ６級 6.5% 

７級  

3.7% 

７級 

4.9% 

７級 

4.8% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

平成３１年の構成比 １年前の構成比 ５年前の構成比 
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②　昇給への勤務成績の反映状況

(4) 職員の手当の状況

①　期末手当・勤勉手当

千円 千円

（３０年度支給割合） （３０年度支給割合） （３０年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　　  勤勉手当

 月分  月分  月分  月分  月分  月分

 月分  月分  月分  月分  月分  月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

（注）　（　）内は、再任用職員に係る支給割合である。

◇　期末手当への勤務成績の反映状況（一般行政職）

②　退職手当（４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

（2％～30％加算）

1人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、2９年度に退職した職員に支給された平均額である。

○ ○ ○

ロ　人事評価を実施していない

○

○

イ　人事評価を実施した

○

青　　森　　県

○

標準に加え、上位及び下位の成績率も適用 ○

標準の成績率のみ適用

標準に加え、下位の成績率も適用

○

○ ○ ○ ○

管理職員

イ　人事評価を実施した

標準に加え、上位及び下位の区分も適用

標準に加え、上位の区分も適用

標準に加え、下位の区分も適用

標準の区分のみ適用

○ ○ ○

47.709 47.709

一般職員

むつ市 国

定年前早期退職特例措置 定年前早期退職特例措置

（2％～45％加算）

（退職時特別昇給　　　　　　制度なし　）

21,62413,458

47.709

28.0395 33.27075 28.0395 33.27075

39.7575 47.709 39.7575 47.709

47.709

 自己都合応募認定・定年 応募認定・定年
１９．６６９５ 24.586875 19.6695 24.586875

 自己都合

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

　・役職加算　５～15％ 　・役職加算　　５～20％

む　　　つ　　　市 国

　・役職加算　　５～20％

○

(0.85) (1.40) (0.85) (1.45) (0.90)

平成３１年度中における運用
むつ市

　・管理職加算　10～25％ 　・管理職加算　10～25％

国

国

1,357 1,612

2.50 1.75 2.50 1.75

(1.40)

１人当たり平均支給額（３０年度）

管理職員 一般職員 特定管理職員 一般職員

１人当たり平均支給額（３０年度）

2.60 1.85

―

○

特定管理職員 一般職員

標準に加え、上位の成績率も適用

む　　つ　　市

ロ　人事評価を実施していない

平成３０年度4月2日から平成3１年4月1日
までにおける運用
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③　特殊勤務手当（４月１日現在）

千円

　円

　％

④　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注）　職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績」と同じ年度の４月１日現在の総職員数（管理

　　　職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含む。

⑤　その他の手当（４月１日現在）

円

円

円

円

月額 43,000 円

異

7,360円

千円 71,141

休日勤務手当 １時間当たりの支給額×135/100

円世帯主で扶養親族あり 17,800円

世帯主で扶養親族なし 10,200円

その他の職員

千円

千円 431,02541,809

　　　－

寒冷地手当

11月から翌年3月までの各月の
初日において在職する職員に対
して支給

同 - 29,025

同 - 　　－

異
支給区分及び

支給額 0

59,634

住居手当

円政策推進監級 月額 38,000 円

課長級 月額 33,000 円

管理職手当

部長級

支給額

通勤手当
通勤距離が片道２㎞以上である職員に
ついて、通勤方法、通勤距離に応じて
2,000円～55,000円

異 距離区分 20,096

扶養手当

配偶者 10,000円

-

支給職員１人当たり
平均支給年額

（30年度決算）

円

375

借家、間借　限度額 27,000円 同 - 27,861

102,315

370職員１人当たり平均支給年額（29年度決算）

47,719
6,500円

特定期間の加算

支給実績（29年度決算）

同
父母等

手　当　名 内容及び支給単価
国の制度
との異同

国の制度
と異なる

内容

支給実績
（30年度決算）

職員１人当たり平均支給年額（30年度決算）

税務手当

火葬業務手当

支給実績（30年度決算） 1,663

57,345

福祉現業手当

手当の種類（手当数）

職員全体に占める手当支給職員の割合（３０年度）

7

手当の名称

6.5

支給職員１人当たり平均支給年額（３０年度決算）

日額   300 円

月額 4,000 円

月額 5,000 円

火葬業務

現業業務

左記職員に対する支給単価

月額 4,500 円税の徴収又は滞納処分

感染症鳥獣、
病害虫駆除作業

日額   200 円

主な支給対象業務

月額 3,000 円

水道作業手当 脇野沢地区において水道作業に従事する職員 水道作業 月額 6,000 円

家畜防疫作業

行旅死亡人処理作業

税務課に所属する職員

生活福祉課に所属する職員

税外諸収入金の徴収

斎場に勤務する職員

感染症防疫に従事した職員

保育所に勤務する職員 保育業務

感染症消毒作業

死体処理作業手当

税及び税外収入徴収手当

感染症等防疫作業手当

１体 2,500 円

支給実績（30年度決算） 102,066

管理職手当の支給を受ける職員が、臨
時又は緊急の必要、その他公務の必要
により、休日等に勤務した場合支給
管理職手当の区分に応じ、１回につき
3,000～8,000円

税外諸収入金の徴収に従事した職員

行旅死亡人処理作業に従事した職員

主な支給対象職員

管理職特別勤務手当 千円 0

子 10,000円

5,000円

千円 293,276

千円 227,974

千円
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(5) 特別職の報酬等の状況（４月１日現在）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

月分

月分

　　

（注）１　給料及び報酬の（　）内は、減額措置を行う前の金額である。                         

      ２　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８月）     

         勤めた場合における退職手当の見込額である。                                 

(6) 公営企業職員の状況

①　水道事業

  　ア　職員給与費の状況

(ｱ) 決算

　（参考）

　　　　　　　

（注）１　職員手当には退職給与金を含まない。

　　　２　職員数は、30年４月１日現在の人数である。

イ　職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

（注）平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

21 5,880

　　　給与費 　 B/A 一人当たり給与費

千円 千円

区　　分 平　均　年　齢 基本給 平均月収額

―
30年度

人 千円 千円 　　　　　千円 千円

17,962 22,239 123,48483,283

（参考）水道事業平均

Ａ  給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 　　計　Ｂ

165,075 10.65 12.55

区　分
職員数 給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費 一人当たり　　

　　　　　　Ｂ／Ａ める職員給与費比率

３０年度
　　　　千円 千円　 千円　 ％ ％

1,549,615 110,636

区　分

総費用 　純損益又は 総費用に占める

　実質収支 職員給与費比率

Ａ  Ｂ　

議 長 　　（３０年度支給割合）

1,061,000

副 議 長 3.20

議 員

副 市 長 給料月額×月数×26.5/100 8,776,800 任期満了時

　　（３０年度支給割合）

（支給時期）

市 区 町 村 長 給料月額×月数×45.5/100 18,564,000 任期満了時

副 市 長 3.20

266,000

退
職
手
当

（算定方式） （１期の手当額）

期
末
手
当

市 区 町 村 長

備　　　　考

357,000

副 議 長 361,000 653,000 294,000

議 員 340,000

報

酬

議 長 401,000 737,000

591,000

465,000

850,000

副 市 長 690,000 885,000 620,000

区 分 給        料        月        額        等

給

料

（参考）類似団体における最高／最低額

市 区 町 村 長 722,500

むつ市（水道事業）

水道事業（市町村平均）

職員給与費

44.3 340,929 514,169

45.6 341,225

29年度の総費用に占

546,788
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ウ　職員の手当の状況

(ｱ) 期末手当・勤勉手当

千円　 千円　

（30年度支給割合） （30年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　 勤勉手当

 月分  月分  月分  月分

 月分  月分  月分  月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置

（注）（　）内は、再任用職員に係る支給割合である。

(ｲ) 退職手当（４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

（2％～30％加算）

1人当たり平均支給額　　　　 千円 １人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

（注）１　退職手当の１人当たり平均支給額は、２9年度に退職した職員に支給された平均額である。

   　　　  個人情報保護の観点から、対象となる職員数が２人以下の場合は、すべて「アスタリスク（＊）」としている。

(ｳ) 特殊勤務手当（４月１日現在）

千円

　円

　％

－18,415

水道作業手当 管理職手当支給職員以外の職員 水道事業に関する業務

定年前早期退職特例措置

47.709

月額 6,000 円

現金出納手当 企業出納員に任命されている職員 現金出納業務 月額 5,000 円

手当の種類（手当数） 2

手当の名称 左記職員に対する支給単価

支給実績（30年度決算） 1,104

支給職員１人当たり平均支給年額（30年度決算） 73,600

職員全体に占める手当支給職員の割合（29年度） 68.2

主な支給対象職員 主な支給対象業務

－

28.0395

１９．６６９５ 24.586875 －

むつ市（水道事業）

47.709 47.709 － －

－

水道事業（市町村平均）

 自己都合 応募認定・定年

－

39.7575 －

33.27075 －

自己都合

－

(1.40) (0.85) － －

　　－

　・役職加算　５～15％

１人当たり平均支給額（30年度）

1,525

2.50 1.75 － －

1,011

１人当たり平均支給額（30年度）

（退職時特別昇給　制度なし　）

－

応募認定・定年

むつ市（水道事業） 水道事業（市町村平均）
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(ｴ) 時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注）１　時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

　　　２　職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績」と同じ年度の４月１日現在の総職員数（管

　　　　理職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含む。

(ｵ) その他の手当（４月１日現在）

円

円

円

４　職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(1) 勤務時間の状況

※勤務場所及び職種によっては、上記以外の場合もあります。

円世帯主で扶養親族あり 17,800円

世帯主で扶養親族なし 10,200円

その他の職員

同 - 1,663

7,360円

千円

休日勤務手当 １時間当たりの支給額×135/100 同 - 81 千円

寒冷地手当

11月から翌年3月までの各月の
初日において在職する職員に対
して支給

20,250

千円 421,7142,952

75,590

円政策推進監級 月額 38,000 円

課長級 月額 33,000 円

管理職手当

部長級 月額 43,000 円

異 支給額

300,000

通勤手当
通勤距離が片道２㎞以上である職員に
ついて、通勤方法、通勤距離に応じて
2,000円～55,000円

異 距離区分 1,018 千円 63,625

住居手当 借家、間借　限度額 27,000円 同 - 1,800

千円

千円

229,714 円
子 6,500円

父母等 6,500円

平均支給年額
（30年度決算）

扶養手当

配偶者 10,000円

同 - 3,216

特定期間の加算 5,000円

手　当　名 内容及び支給単価
国の制度
との異同

国の制度
と異なる

内容

支給実績
（30年度決算）

支給職員１人当たり

支給実績（29年度決算） 11,012

職員１人当たり平均支給年額（29年度決算） 550

支給実績（30年度決算） 6,360

職員１人当たり平均支給年額（30年度決算） 420

　８：３０～１７：１５

１２：００～１３：００

勤 務 時 間

休 憩 時 間

１ 週 間 の 勤 務 時 間

週 休 日

休 日

３８時間４５分

土曜日・日曜日

祝日法による休日、１２月２９日～１月３日
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(2) 休暇の種類と概要

(2) 休暇の取得状況

①　年次有給休暇の取得状況（平成31年１月１日から１２月３１日まで）

※平成３１年勤務条件等調査より、一般職員についての数値

結婚する場合

妊産婦の健診休暇

妊婦の通勤緩和

公民としての権利を行使する場
合

裁判員、証人等として国会、裁
判所等に出頭する場合

必要と認められる期間

骨髄提供者となる場合

休暇の種類 概　　　要

年次有給休暇

病気休暇

１暦年に２０日。使用しなかった分については、２０日を限度に翌年へ繰り越すことが
できる。

次の事由により勤務しないことが相当である場合、１日、１時間又は必要に応じて１分
単位で有給の休暇を与えることができる。

特別休暇

負傷または疾患のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ない場合。連続
する９０日以内、ただし、がん等指定された疾患については１８０日以内。

選挙など必要と認められる期間

ボランティア活動に参加する場
合

10.8 27.8%

災害により滅失等した住居の復
旧作業等の場合

夏季における心身の健康の維
持・増進等の場合

介護時間（無給休暇）

組合休暇（無給休暇）

全対象職員数 平均取得日数

介護休暇（無給休暇）

消化率

父母等を追悼する場合

総付与日数 総取得日数

災害・交通機関の事故等により
出勤が著しく困難な場合

職員団体の事務従事、取得時間は給料減額

13156 3650.8 339

親族が死亡した場合

必要と認められる期間
災害時に退勤途上の身体の危険
を回避する場合

１年に５日の範囲内

１年に５日の範囲内

配偶者１０日、父母、子７日ほか

生理休暇

３日の範囲内

妻が出産する場合に育児参加をする場合、産前産後それぞれ８週以内の期間中に５日の
範囲内

妊産婦が保健指導又は健康診査を受けるため申し出た場合、必要と認められる回数及び
時間

子の看護をする場合

短期の介護をする場合

妊婦が通勤に利用する交通機関等の混雑が母体又は胎児の健康保持に影響があると申し
出た場合、１日につき１時間を越えない範囲内

出産した場合、８週間

生後満１歳に達しない子の保育のため、１日2回30分以内または１日1回１時間以内

出産する予定である女性職員が申し出た場合、８週間

育児参加をする場合

妻が出産する場合

産後の場合

産前の場合

勤務することが著しく困難な場合

保育時間の場合

必要と認められる期間

１暦年において５日の範囲内

介護のため勤務しないことが相当であると認められる場合、連続する２週間以上、３回
を超えず、かつ通算して６月を超えない範囲内、取得時間は給料減額

連続する７日の範囲内

連続する７日の範囲内

連続する３年の範囲内において必要と認められる期間、取得時間は給料減額

必要と認められる期間

父母、配偶者、子を追悼する場合、１日の範囲内

７月から９月までの期間中に連続４日以内、必要な場合は分割も可
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②　年次有給休暇以外の休暇の取得件数（平成31年１月１日から１２月３１日まで）

5　職員の休業に関する状況

(1) 育児休業等の取得状況（平成31年４月１日から令和２年３月３１日まで）

※上段：新たに取得した人数、下段：昨年度から引き続き取得している人数

(2) 自己啓発等休業の取得状況（平成31年４月１日から令和２年３月３１日まで）

※上段：新たに取得した人数、下段：昨年度から引き続き取得している人数

6　職員の分限及び懲戒処分の状況

(1) 分限処分者数

※期間の更新についても１人としています。

※降任：現在ついている職よりも下位の職に任命する処分

　免職：身分を失わせる処分

　休職：職員としての職を保有したまま、一定期間職務に従事させない処分

　降給：現在の給料よりも低い額の給料に決定する処分

0人 0人 0人 0人

0人 0人 0人 0人

0人 0人 0人 0人

0人 0人 0人 0人

0人 0人 0人

0人 0人 5人 0人

刑事事件に関し起訴された場合

条例で定める事由による場合

降任 免職 休職 降給

職制、定数の改廃、予算の減少により
廃職、過員を生じた場合

処分の種類

処分の事由

勤務実績が良くない場合

職務に必要な適格性を欠く場合

0人

5人

　分限処分とは、一定の自由に該当する場合に、職員の意に反して降任、免職、休職、降給の処分を行うも
のです。

計
5人 9人

心身の故障の場合

育児休業 部分休業 育児短時間勤務

組合休暇

67件 305件

病気休暇 特別休暇 介護休暇 介護時間

58件

男性職員

11人

9人

取得者数
うち大学等
課程の履修

うち
国際貢献活動

女性職員

0人 0人

1人 0人 1人

11人

女性職員
0人 0人 0人

0人 0人 0人

男性職員
0人

計
0人 0人 0人

1人 0人 1人
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(2) 懲戒処分者数

※戒告：職員の規律違反の責任を確認し、その将来を戒める処分

　減給：一定期間、職員の給料を減額して支給する処分

　停職：一定期間、職務に従事させない処分

　免職：職員からその職を失わせ、勤務関係から排除する処分

７　職員の服務の状況

(1) 職務に専念する義務の免除

①　法律に定めがある場合

・選挙権その他公民としての権利を行使する場合

・年次有給休暇

・分限処分としての休職

・懲戒処分としての停職 など

②　条例に定めがある場合

・研修を受ける場合

・厚生に関する計画に参加する場合

・その他任命権者の定める場合 など

(2) 営利企業等の従事制限の許可

営利企業等の従事制限の許可に関する承認件数 2件

全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場
合

0人

　地方公務員法第３５条により、職員には「職務に専念する義務」が課せられていますが、法律または条令
に定めがある場合には、その義務が免除されます。

主なものとしては、消防団活動や国民体育大会への参加、各種競技団体からの依頼による大会役員また
は審判員として参加することなどが挙げられます。

　地方公務員法第３８条では、職員には「営利企業への従事等の制限」が課せられていますが、「職務の遂
行に支障がない」、「特別な利害関係またはその発生のおそれがない」ことと、法の精神に反しないと認め
られる場合に限り、許可されることがあります。
　許可の例としては、国勢調査業務への従事や不動産の賃貸が挙げられます。

職務上の義務に違反または職務を怠った場合 0人 0人 0人 0人

職務に専念する義務の特例に関する承認件数 6件

0人0人 0人

処分の事由
戒告 減給 停職 免職

法令に違反した場合 0人 0人 0人 0人

　懲戒処分とは、公務員としてふさわしくない行為があった場合に、地方公務員法第２９条の規定に基づ
き、戒告、減給、定職、免職の処分を行うものです。

処分の種類
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８　職員の退職管理の状況

(1) 平成31年度退職者数

※届出対象者：退職までの間に課長級以上であった者

(2) 再就職の状況

9　職員の研修の状況

各種研修会への参加状況 （単位：日、人）

合　　　計 2,219 673

公共測量の設計積算研修　など

早稲田大学人材マネジメント研究所 人材マネジメント部会 12 3

その他 その他 251 348

内部研修

外
部
研
修

実務研修

階層別
研修

その他

国土交通大学校

3

27

4 1

1

1

2

5

持続可能な観光地域づくり　など

インバウンドによる地域経済の活性化研修　など

接遇研修指導者養成研修　など

23

4

1

1

14

14

5

13

28

5

3

18

20

25

17

47

6

1

1

14

2

12

5 14

1

1

1

1

20

24

課長研修

法制執務研修　など

市町村税徴収事務研修　など

366

366

366

5

4

366

2

2

窓口改革研修

１年間派遣実務研修

１年間派遣実務研修

１年間派遣実務研修

3

3

新採用者後期研修

１年間派遣実務研修

新採用者前期研修

青森県自治研修所

青森県自治研修所

市町村アカデミー

全国市町村国際文化研究所

管理者入門研修

主事・技師研修

主査研修

主査第二部研修

電源地域振興センター

青森県自治研修所

青森県自治研修所

青森県自治研修所

青森県自治研修所

青森県自治研修所

青森県自治研修所

日数 参加人数

むつ市

むつ市

むつ市

むつ市

市主催新採用職員研修

経済状況とキャッシュ化の流れについて

情報共有力向上

新時代のお金の使い方

全国建設研修センター コンパクトシティ　など

研修機関名等 研修名・研修内容等

むつ市

むつ市

国土交通省

ゲートキーパー養成講座

東北自治研修所

文部科学省

東北経済産業局

日本ジオパークネットワーク

むつ市

1人

むつ市

1人 0人 2人

退職者 3人 1人 4人 1人 9人

上記のうち
届出対象者

民間等 計再任用
会計年度
任用職員

公務員

普通 中途 再任用 計

上記のうち
届出対象者数

定年 応募認定

退職者数

届出数

8人 0人 7人 2人 2人 19人

7人 0人 1人 0人 0人 8人 4件

1 40

内閣府 １年間派遣実務研修 366 1

女性活躍推進セミナー

人事評価研修 1

1
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１０　職員の福祉及び利益の保護の状況

(1) 職員健康診断の状況

Ａコース　～　問診・身体計測・理学的検査・血圧測定・尿検査・視力検査・聴力検査

Ｃコース　～　Ａコースの項目に追加して、下記の項目も併せて検査　　

　　　　　　　血中脂質検査・肝機能検査・貧血検査・血糖検査

(2) 公務災害の状況

(3) 福利厚生事業の状況

(4) 青森県人事委員会の業務の状況

①　給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求の状況

②　不利益処分に関する審査請求の状況

　平成31年度においては、審査請求はありませんでした。

　平成31年度においては、新たな措置要求はなく、また係属事案もありませんでした。

Ａコース（３４歳以下及び３６歳～３９歳）

Ｃコース（３５歳及び４０歳以上）

大腸がん検診

（４０歳以上）

公務上または通勤により負傷、疾病、障害または死亡した職員には、地方公務員災害補償法に基づき、補
償されます。公務災害の認定及び補償については、地方公務員災害補償基金青森支部が行っており、平成３
１年度は、公務災害が１件、通勤災害はありませんでした。

（全職員）

職員の福利厚生については、むつ市職員等の会員で構成される「むつ市職員互助会」が医療給付に関する
ことや、慶弔に関すること、また、会員の親睦を図るための事業を行っています。これらの事業につきまし
ては、全て会員の会費で運営されており、市からの支出はありません。

　地方公務員法の規定により、市では公平委員会の事務を青森県人事委員会へ委託しています。

日帰りドック（３０歳以上）

131人

103人

33人

147人
定期健康診断

結核（胸部）検診 胃がん検診

（３５歳以上）

脳検診（４０歳以上）
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